
意見書案第 １２ 号 

地方教育行政法「改正」部分の撤廃を求める意見書 

上記事項に関し、別紙のとおり意見書を提出することについて議会の議決を

求める。 
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地方教育行政法「改正」部分の撤廃を求める意見書 

教育は、教育者と子どもとの人間的なふれあいを通じて行われるもので、自

由と自主性が欠かせません。 

教育は子どもの成長・発達のための文化的な営みです。さらに教科の内容は、

学問上の真理・真実に基づく必要があり、政治的多数で決定してはならない領

域なのです。 

政治権力による教育内容に介入・支配を厳しく戒めている事は、最高裁大法

廷の憲法判断として確立しています。 

 政府が提出している「改正法」の趣旨に「地方教育行政における責任の明確

化」を挙げていますが、現行法でも「教育委員会、教育委員長、教育長の権限・

責任」は明確に定められており、「法」を変えるべく責任問題は存在しません。

 「改正法」の、「法律案の概要」の第１に教育委員長と教育長を一本化し、

「新教育長」を置き、首長が新教育長を直接任命、罷免を行うとしています。 

 第２に、首長に、総合教育会議の設置および教育大綱の策定を義務付け、そ

の「大綱」は政府が策定する「教育振興基本計画」に基づく「基本的な方針」

を「参酌」することが求められています。 

 本来は教育委員会に決定権があった教育政策の基本事項が、首長が招集する

「総合教育会議」において、国の方針の下に首長が「大綱」を決め、それを教

育委員会が具体化するという仕組みがつくられていきます。 

 また教育委員会が教育長を指揮監督するという権限を奪い、首長任命の自治

体幹部である教育長が教育委員会の長となる中で、教育委員会の独立性が大き

く損なわれていきます。 

 全国連合小学校長会と全日本中学校長会も会長の連名で、「政治的中立性の

確保」が必要だとし、「首長の個人的な思想・信条により教育施策が歪められ

ることがないよう歯止めをかける制度」を検討するよう要望書を提出されてい

ます。 

こうした事からも、今回の「改正」がいかに問題があるかを示しています。 

 子どもたちが自由に学び、のびのびと成長していくためにも、教育委員会が

教育の自由、自主性を守る本来の役割を果たすためにも、教育への政治介入・

支配は許されません。 

 よって当市議会は、地方教育行政法「改正」部分の撤廃を求めるものです。 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 
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